
○東松山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２８年３月１日 

決裁 

改正 平成２９年２月８日決裁 

平成３０年３月１６日決裁 

平成３０年７月３０日決裁 

令和元年６月１０日決裁 

令和元年９月９日決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」という。）の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 総合事業については、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民

等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支

え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効

率的な支援等を可能とすることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常

生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生

労働省告示第１９６号）において使用する用語の例による。 

（事業の内容） 

第４条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

(1) サービス事業 

ア 訪問型サービス 

イ 通所型サービス 



ウ その他の生活支援サービス 

エ 介護予防ケアマネジメント 

(2) 一般介護予防事業 

（総合事業の実施方法） 

第５条 総合事業の実施方法については、地域支援事業実施要綱（平成１８年

６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」と

いう。）別記１(1)ア（エ）①(a)から(d)までのいずれかにより行うものとす

る。 

（指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額） 

第６条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費

用の額については、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単

位数に別表に定める１単位の単価を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、

その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（サービス事業支給費の支給） 

第７条 第１号事業支給費の額については、次に掲げるサービスの種類に応じ、

それぞれ次に定める額とする。 

(1) 介護予防訪問介護相当サービス（訪問型サービスのうち、旧介護予防訪

問介護に相当するサービスをいう。）及び介護予防通所介護相当サービス

（通所型サービスのうち、旧介護予防通所介護に相当するサービスをい

う。） 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業

に要する費用の額（その額が現に当該サービスに要した費用の額を超える

ときは、当該サービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相

当する額 

(2) 指定基準緩和型訪問型サービス（訪問型サービスのうち、旧介護予防訪

問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。） 前条の

規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の

額（その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サ



ービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相当する額 

(3) 介護予防ケアマネジメント 施行規則第１４０条の６３の２第１項第

１号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額 

(4) 前３号に掲げるもの以外のサービス 別に市長が定める額 

２ サービスの利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２第１項に規定

する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定

める額以上である居宅要支援被保険者等である場合において、前項第１号又

は第２号の規定を適用するときは、「１００分の９０」とあるのは、「１０

０分の８０」とする。 

３ サービスの利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２第２項に規定

する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定

める額以上である居宅要支援被保険者等である場合において、第１項第１号

又は第２号の規定を適用するときは、「１００分の９０」とあるのは、「１

００分の７０」とする。 

（支給限度額） 

第８条 介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生

労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）に定める様

式第１の質問項目の回答が様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者

（以下「事業対象者」という。）のサービス事業支給費の支給限度額につい

ては、要支援１の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者の状況により、集中的にサービス利用す

ることによって自立支援につながると市長が認めるときは、事業対象者のサ

ービス事業支給費の支給限度額については、要支援２の介護予防サービス費

等の区分支給限度額相当とすることができる。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第９条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サー

ビス及び指定基準緩和型訪問型サービスについて、通知別記１(1)ア（コ）に

規定する高額介護予防サービス費相当事業及び通知別記１(1)ア（サ）に規定



する高額医療合算介護予防サービス費相当事業（以下「高額介護予防サービ

ス費等相当事業」という。）を行うものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額

介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項については、介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号）第２９条の２の２及び第２９条の３の

規定を準用する。 

（事業対象者の特定の有効期間） 

第１０条 事業対象者の特定の有効期間については、事業対象者となった日か

ら要介護認定の有効期間の開始する日又は市の介護保険被保険者資格を喪失

した日の前日までとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第４条の規定にかかわらず、当分の間、同条各号に規定するサービスの一

部を実施しないことができる。 

附 則（平成２９年２月８日決裁） 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１６日決裁） 

この要綱は、平成３０年３月１６日から施行する。 

附 則（平成３０年７月３０日決裁） 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月１０日決裁） 

この要綱は、令和元年６月１０日から施行する。 



 

別表（第６条関係） 

区

分 

サービスの

種類 

単位数 1単位の単価 

訪

問

型

サ

ー

ビ

ス 

介護予防訪

問介護相当

サービス（み

なし指定） 

通知別添1のⅡの1に定める単位数 10円に厚生労働大臣が

定める1単位の単価（平

成27年厚生労働省告示

第93号。以下「単価告

示」という。）に定め

る東松山市事業所所在

地の地域区分における

訪問介護の割合を乗じ

て得た額 

介護予防訪

問介護相当

サービス（み

なし指定以

外） 

通知別添1のⅡの1に定める単位数 10円に単価告示に定め

る市町村所在地の地域

区分における訪問介護

の割合を乗じて得た額 

指定基準緩

和型訪問型

サービス 

(1) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅰ 1,055単位（事業対象者・

要支援1・2）（1月につき・週1

回程度の訪問） 

(2) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅱ 2,108単位（事業対象者・

要支援1・2）（1月につき・週2

回程度の訪問） 

(3) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅲ 3,344単位（事業対象者・

10円に単価告示に定め

る市町村所在地の地域

区分における訪問介護

の割合を乗じて得た額 



要支援2）（1月につき・週2回を

超える程度の訪問） 

(4) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅰ 35単位（事業対象者・要

支援1・2）（1日につき・週1回

程度の訪問） 

(5) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅱ 69単位（事業対象者・要

支援1・2）（1日につき・週2回

程度の訪問） 

(6) 基準緩和型訪問型サービス

費Ⅲ 110単位（事業対象者・要

支援2）（1日につき・週2回を超

える程度の訪問） 

通

所

型

サ

ー

ビ

ス 

介護予防通

所介護相当

サービス（み

なし指定） 

通知別添1のⅡの2に定める単位数 10円に単価告示に定め

る東松山市事業所所在

地の地域区分における

通所介護の割合を乗じ

て得た額 

介護予防通

所介護相当

サービス（み

なし指定以

外） 

通知別添1のⅡの2に定める単位数 10円に単価告示に定め

る市町村所在地の地域

区分における通所介護

の割合を乗じて得た額 

備考 

１ 基準緩和型訪問型サービス費において、介護保険事務処理システム変

更に係る参考資料の送付について（確定版）Ⅰ―資料９「月額包括報酬

の日割り請求にかかる適用について」（平成２７年３月３１日付け厚生



労働省老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課事務連絡）において

定める要件に該当するときは、(4)から(6)までの単位数とする。 

２ 基準緩和型訪問型サービス費において、事業所と同一建物の利用者又

はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行うときは、所

定単位数に１００分の９０を乗じた単位数とする。 


